
令和８年度富山県移住相談員設置事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  この実施要領は、令和８年度富山県移住相談員設置業務の受託候補者を公募型プロポー

ザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 委託業務の概要 

「富山県移住相談員設置業務仕様書」（以下「業務委託仕様書」という。）のとおり。 

 

３ 委託業務に関する予算額（契約限度額） 

  １６，０００，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

※ 上記上限額とは別に、契約手続きにおいて予定価格を設定する。 

 

４ 企画及び事業実施に当たっての注意事項、条件等 

（１）経費の内訳の範囲内であれば、事業趣旨に沿った企画を任意で追加しても差し支えな

い。 

（２）当事業は、国の地域未来交付金（地域未来推進型）を活用するため、業務完了後に会

計検査等への対応が生じる場合がある。 

（３）事業の実施に伴い、必要となる備品類については、原則としてリース又はレンタルで

対応すること。 

（４）本事業の実施は、令和８年２月富山県議会での富山県一般会計予算の成立が条件とな

る。 

 

５ 委託業者選定方法 

 公募型プロポーザル方式により業者を決定する。 

  プロポーザルの申込みがあった業者から提出された企画書及びプレゼンテーションの

内容を審査し、総合的に最も優れた提案をした業者を委託候補者として選定する。 

 

６ プロポーザルの参加手続等 

   プロポーザルへの参加を希望される場合は、様式１「参加申込書」を令和８年３月６日

（金）午後３時（必着）まで電子メールにて提出すること。（必ず電話で着信の確認をお

願いします。）        

 

７ プロポーザルの参加資格、条件等 

次に掲げる条件を全て満たす者であること。 

（１）優れた企画制作能力を有し、提案内容を確実に遂行できる体制であること。 

（２）プロポーザルへの参加に必要な諸手続きに遺漏がないこと。 

（３）過去５年以内に、同種又は類似の業務の履行実績を有すること。 

（４）県内に本店・支店又は営業所を有すること。 

（５）地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（６）会社更生法の規定による更生手続き開始の申立て及び民事再生法の規定による再生手

続き開始の申立てがなされている者でないこと。 



（７）次のいずれにも該当しない者。 

ア 役員等（個人の場合はその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しく

は常時契約を締結する事業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められる者。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められ

る者。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められる者。 

エ 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直

接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したと認められる

者。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者。 

カ 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している

と認められる者。 

 

８ 企画書等の提出 

プロポーザル参加申込書を提出した者（以下「参加事業者」という。）は、業務委託仕

様書を踏まえ、次のとおり企画提案書等を提出すること。 

（１）提出期限 

 令和８年３月１３日（金）午後３時（必着） 

（２）提出方法 

（３）の提出書類を電子メールにて提出してください。（「１３問い合わせ先」参照） 

（３）提出書類 

   次の①～③の書類を上記の方法にて提出すること。 

① 企画提案書（記載する内容は以下のとおり） 

（ア）本県への移住を促進するうえでの課題について 

  ※現状認識、今後の展望 

（イ）富山くらし・しごと支援センター富山オフィスの運営について 

  ※営業時間、人員体制（担当者の経歴、実績、資格等）及び業務内容等 

（ウ）本事業において行う移住促進のための情報発信の具体的内容 

  ※移住検討者に対して訴求力の高いＳＮＳ等の活用方法、移住事例（先輩移住者イ

ンタビュー等）の具体的な掲載内容等 

（エ）本事業において行う移住促進のためのイベントの具体的内容 

  ※移住者同士をつなぐネットワークづくりや移住者交流会等についての具体的な

企画案等 

（オ）「くらしたい国、富山」推進本部事務局が想定する内容を上回って実施可能な業

務や、追加して実施可能な業務等 

②経費見積書 

・経費の内訳が具体的にわかるように記載すること。 



③業務実施体制報告書（任意様式） 

・会社概要 

・責任者氏名及び職務経歴、人員配置・実施体制など 

・過去の類似事例の受注実績 

（４）質問及び回答 

   委託業務に関する質問は、令和８年３月６日（金）午後３時（必着）まで受け付ける

ものとし、受け付けた質問に関する回答は令和８年３月１０日（火）までに全ての参加

者に通知をする。質問は原則として電子メールによるものとする。 

 

９ 企画に係る評価項目（各２０点、計１００点） 

（１）業務委託仕様書に定める事業趣旨や事業実施の目的を十分に理解し、移住希望者に

対する情報提供、移住相談等を効果的に実施する工夫がなされているか。 

（２）相談員が移住希望者に対する情報提供、移住相談等に必要な知識や経験を備えてい

るか。 

（３）移住検討者や移住者に対する効果的な広報活動及びイベントとなっているか。 

（４）事業を円滑かつ確実に実施できる体制となっているか。 

（５）事業内容の質・量ともに見積金額に見合ったものとなっているか。 

また、適切な金額で費用対効果が優れているか。 

                                   

１０ 審査方法及び審査結果 

（１）企画提案書による書面審査及びプレゼンテーションによる審査により委託候補者を決

定する。 

  ①書面審査 

   参加申込者が多数の場合、企画提案書等に基づく一次審査（書類審査）を実施し、３ 

社程度をプレゼンテーション審査の対象とする。 

②プレゼンテーションの日時（予定） 

・令和８年３月中旬 ※後日個別に連絡 

③プレゼンテーションの会場（予定） 

オンラインで実施 

④その他 

・プレゼンテーションは、別途日程調整のうえで実施する。 

・プロポーザル参加者ごとのプレゼンテーションの持ち時間は、１社あたり２０分程

（説明１５分、質疑応答５分）とする。 

（２）審査結果は、後日、書面で採否のみ通知する。また、審査結果に対する異議申立ては

できないものとする。 

 

１１ その他 

（１）提出いただく案は、参加業者１社につき１案とする。 

（２）次に掲げるものの提案は、無効とする。 

  ①所定の期日及び場所に提出しなかったもの。 

  ②今回のプロポーザルに関する条件又はあらかじめ指示した事項に違反したもの。 

（３）プロポーザルへの参加、企画提案に要するすべての費用は、参加者負担とする。 



（４）委託候補者となった事業者と「くらしたい国、富山」推進本部は、内容を別途協議の

上、契約を締結する（委託業務の実施に際して、企画提案の内容をそのまま実施するこ

とを約束するものではない。委託候補者と「くらしたい国、富山」推進本部は、企画提

案の内容をもとにして、その実施内容の詳細や業務履行に必要な具体的な条件などの協

議を行い、調整が整った場合に、随意契約の手続きを行うものである。）。 

（５）委託業務の著作権は、「くらしたい国、富山」推進本部に属するものとする。 

（６）受託者は、委託事業を実施するにあたり、業務上知りえた秘密を他に漏らし、又は自

己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

（７）参加を辞退する場合は、辞退届を提出すること（任意様式）。 

（８）この要領の内容に不明点がある場合には、「くらしたい国、富山」推進本部事務局担

当の指示に従うものとする。 

 

１２ 今後のスケジュール（予定） 

（１）参加申込・質問受付期限 ３月 ６日（金）午後３時 

（２）質問の回答   ３月１０日（火） 

（３）書類提出期限   ３月１３日（金）午後３時 

（４）プレゼンテーション  ３月中旬 

 

１３ 問い合わせ先 

〒９３０－８５０１ 富山県富山市新総曲輪１番７号 

  「くらしたい国、富山」推進本部事務局（富山県地方創生局ワンチームとやま推進室移

住促進担当）（富山県庁本館４階） 

ＴＥＬ：０７６－４４４－４４９６ 

  Ｅ－mail：aijusokushin@pref.toyama.lg.jp 


